
奈
良
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
二
十
号

奈
良
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
１
の
１
の
項
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
う
ち
、
ガ
ス

を
専
焼
さ
せ
る
も
の
に
お
い
て
発
生
す
る
ば
い
じ
ん
に
係
る
ば
い
煙
濃
度
の
測
定
は
、
当
該
ば
い

煙
等
規
制
基
準
の
測
定
法
に
よ
り
五
年
に
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

三

第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
１
の
４
の
項
に
掲
げ
る
ガ
ス
発
生
炉
の
う
ち
、

水
蒸
気
改
質
方
式
の
改
質
器
で
あ
つ
て
、
温
度
零
度
及
び
圧
力
一
気
圧
の
下
に
お
け
る
水
素
の
製

造
能
力
が
毎
時
千
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
施
設
（
気
体
状
の
燃
料
及
び
原
料
の
み
を
使
用
す
る
も

の
に
限
る
。
）
並
び
に
燃
料
電
池
用
改
質
器
に
お
い
て
発
生
す
る
ば
い
じ
ん
に
係
る
ば
い
煙
濃
度

の
測
定
は
、
当
該
ば
い
煙
等
規
制
基
準
の
測
定
法
に
よ
り
五
年
に
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

第
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
別
表
第
一
の
１
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
発
生
し
、
排
出
口
か
ら
大
気
中
に
排

出
さ
れ
る
硫
黄
酸
化
物
に
係
る
ば
い
煙
量
が
、
温
度
が
零
度
で
あ
つ
て
、
圧
力
が
一
気
圧
の
状
態
に

換
算
し
て
毎
時
十
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
別
表
第
一
の
１
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
当
該
ば
い
煙
量
の

測
定
及
び
そ
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

別
表
第
一
の
１
の
表
の
１
の
項
中
「伝

熱
面
積

（日
本
産
業
規
格

（以
下
規
格
と
い
う

）Ｂ
「

」
。

８
２
０
１
及
び
Ｂ
８
２
０
３
の
伝
熱
面
積
の
項
で
定
め
ら
れ
た
伝
熱
面
積
を
い
う

）が
７
平
方
メ

ー

。

ト
ル

を
「燃

料
の
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算
１
時
間
当
た
り
４
０
リ
ッ
ト
ル

に
改
め
る
。

」
」

別
表
第
三
の
１
の
表
の
２
中
「空

気
圧
縮
機

を
「空

気
圧
縮
機

（一
定
の
限
度
を
超
え
る
大
き
さ

」

の
騒
音
を
発
生
し
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
き
原
動
機
の
定
格
出
力
が
７

、

．５
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る

）

に
改
め
、
別
表
第
三
の
２
の
表
の
２
中
「圧

縮
機

（

。
」

」

を
「圧

縮
機

（一
定
の
限
度
を
超
え
る
大
き
さ
の
振
動
を
発
生
し
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定

す
る
も
の
を
除
き

に
改
め
る
。

、
」

別
表
第
五
の
１
の
付
表
の
備
考
中
「規

格
Ｋ
０
１
０
３

を
「日

本
産
業
規
格

（以
下
規
格
と

」
「

」



い
う

）Ｋ
０
１
０
３

に
改
め
る
。

。
」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
、
令

和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
の
１
の
表
の
１
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
奈
良
県
生
活

環
境
保
全
条
例
（
平
成
八
年
十
二
月
奈
良
県
条
例
第
八
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
つ
い
て
は
、
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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